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■計画の基本情報

H 29 ～ R 3

亀山市ICT利活用計画に関する実績等報告書（令和元年度）

位置付け

　本計画は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第１１条に基づき、高度情
報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、市域の
特性を生かした自主的な施策を策定し実施するための個別計画として位置づけて
おり、市の総合計画及び関係する分野別計画との整合を図るものとしています。

総合政策部 総務課

目的・概要

計画期間 年度

　これまでの計画の成果や課題を踏まえながら、「第２次亀山市総合計画」の実現
をＩＣＴの面から下支えするとともに、急激かつ大幅な社会経済構造の変化に対し、
市のＩＣＴ利活用に新たな視点で取り組むため、「亀山市ＩＣＴ利活用計画」を策定
し、市のＩＣＴの効果的かつ効率的な利活用を進めます。

計画の骨格

基本理念
•新たな視点で“つなげる”ICTの利活用

この基本理念は、ICTをまちづくりの有効な手段と認識し、これまでにない新たな

視点で利活用することで、人と人、人と組織、組織と組織、人と組織と情報など、

様々な資源のつながり（ネットワーク）を生み出し、連携・協働による「市民力・地

域力が輝くまちづくり」を進めるためのものです。

•マイナンバーカードを活用した行政サービスの提供

•子育てワンストップサービスの推進

•多様な媒体を介した情報発信の充実

•多様な公金収納環境の整備

•地域医療連携システムの整備

ビジョン①

誰もが実感で
きる行政サー
ビスの実現

•行政情報オープンデータ化の推進

•市民・地域・行政が相互に情報交流できる仕組み
の構築

•シティプロモーション戦略の推進

•総合的な防災情報伝達システムの構築

ビジョン②

安全で活気あ
ふれる地域を
創る仕組みの
構築

•行政情報システムの安定稼働と業務改革

•「行政情報システム最適化指針」の適用

•学校教育におけるICT利活用の推進

•庁内ペーパレス化の推進

ビジョン③

スリムで持続
可能な行政運
営への変革
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■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（H30)単位

成果指標名

設定なし

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画推進
への寄与度

【令和元年度に実施した主な取組】
・マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付を導入
・図書館情報システムの更新（クラウド化）
・地方税共通納税システムの導入
・オープンデータを掲載した市ホームページ「亀山市オープンデータサイト」の拡充
・CADシステムの更新
・次期総合保健福祉システムの検討
・住民基本台帳ネットワークシステム機器の更新
・公営企業会計システム（下水道）の更新
・小中学校のパソコン教室のパソコンの更新

　各種証明書のコンビニ交付を導入したことにより、証明書を取得しやすい環境を利
用者に提供できた。
　また、図書館情報システムをクラウド化したことにより、情報セキュリティの確保と業
務継続が可能な仕組みが確保できた。
　さらに、行政情報オープンデータについて、国が推奨しているデータの一部をオー
プンデータ化することができた。
　加えて、CADシステム、住民基本台帳ネットワークシステム及び公営企業会計シ
ステム（下水道）を更新したことにより、各システムを安定稼働させることができた。
　また、小中学校のパソコン教室のパソコンを更新したことにより、児童生徒がパソコ
ンを安全に利用できるようになった。

６．行政経営　（２）財産・情報の適正な管理・活用　①行政情報の適切な管理
　マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付を導入したことで、市民
の利便性の向上を図ることができた。
　また、図書館情報システムをクラウド化し、情報セキュリティの強化を図ったこと
で、行政情報の適正な管理に繋げることができた。

　令和元年度に導入・更新等を計画していた事業について、証明書のコンビニ交付
事業や図書館情報システムの更新など、概ね計画どおりに実施できたが、今後、こ
れらの事業の維持・継続に当たり、関連する制度の改正や情報通信技術の進展な
ど、ＩＣＴを取り巻く情勢の変化に柔軟に対応していく必要がある。

　ＩＣＴを取り巻く情勢の変化への対応として、本計画の個別事業として「AI・RPAなど
の導入検討事業」を新たに加え、業務工程の一部自動化による効率化を図ることと
した。また、既存の個別事業についても、今後の情勢の変化に柔軟に対応するた
め、適宜改善を図りながら計画的かつ円滑に実施していく。


































